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 津市子ども・子育て会議条例をここに公布する。 

  平成２５年９月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸

津市条例第３１号 

   津市子ども・子育て会議条例 

 （設置） 

第１条 子ども・子育てに係る施策の円滑な実施を図るため、子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条第１項及

び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基

づき、津市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を

置く。 

 （所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議の所掌事務は、法第７７条第１項各号に掲げる事

務を処理することとする。 

２ 子ども・子育て会議は、前項に規定する所掌事務に関し、市長に意見を述

べることができる。 

 （組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

 学識経験のある者 

 法第６条第２項に規定する保護者 

 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

 子ども・子育て関係団体の代表者 

 公募による者 

 その他市長が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 



- 2 - 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により

定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議

長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこ

とができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

 （意見の聴取等） 

第７条 子ども・子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係

者等に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の

提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第８条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要

な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 
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 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。

  平成２５年９月２７日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第３２号

   津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４４条の２第１項の規定に基づき、産業・スポーツセンター（以

下「センター」という。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものと

する。

（設置）

第２条 本市における産業及びスポーツの振興並びにレクリエーションの増進

を図るため、センターを設置する。

（名称及び位置）

第３条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 津市産業・スポーツセンター

 位置 津市北河路町１９番地１

（施設）

第４条 センターに次に掲げる施設を設置する。

 メッセウイング・みえ

 サオリーナ

 三重武道館

２ サオリーナに別表第１に掲げる施設を設ける。

３ 三重武道館に別表第２に掲げる施設を設ける。

（事業）

第５条 メッセウイング・みえにおいては、次に掲げる事業を行う。

 展示場その他の施設の利用に関すること。

 産業情報の収集及び提供、物産・新商品等を展示する場の提供に関する
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こと。

 各種展示会、見本市及び各種イベントの開催の促進に関すること。 

 その他市長が必要と認める事業

（指定管理者による管理）

第６条 メッセウイング・みえの管理は、法第２４４条の２第３項に規定する

指定管理者（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせるものとする。

（指定管理者が行う業務）

第７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 メッセウイング・みえの使用の許可に関する業務

 メッセウイング・みえの施設、設備器具等の維持管理に関する業務

 その他市長が必要と認める業務

（指定管理者が行う管理の基準）

第８条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の

定めるところに従いメッセウイング・みえの管理を行わなければならない。

（指定管理者の指定の申請）

第９条 指定管理者の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請

しなければならない。

 メッセウイング・みえの管理に係る事業計画書

 メッセウイング・みえの管理に係る収支計画書

 申請者の経営状況を説明する書類

 その他市長が必要と認める書類

（指定管理者の指定）

第１０条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に

よって当該申請の内容を総合的に審査した上、指定管理者の候補者を選定し、

議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

 メッセウイング・みえの運営に関し、住民の平等利用を確保することが

できる者であること。

 メッセウイング・みえの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理

に係る経費の縮減を図ることができる者であること。

 メッセウイング・みえの管理を適確に遂行するに足りる物的能力及び人

的能力を有している者であること。

（事業報告書の作成及び提出）
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第１１条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、次に掲げる事項を記載

した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

 メッセウイング・みえの管理業務の実施状況及び利用状況

 第１６条第１項に規定する利用料金の収入の実績

 メッセウイング・みえの管理に係る経費の収支状況

 その他市長が必要と認める事項

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、年度の中途において第１３条第

１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算

して３０日以内に前項の事業報告書を提出しなければならない。

（業務報告の聴取等）

第１２条 市長は、メッセウイング・みえの管理の適正を期するため、指定管

理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは必要に

応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ

る。

（指定の取消し等）

第１３条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理

者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが

適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

２ 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、本

市は、その責めを負わない。 

（使用の許可）

第１４条 メッセウイング・みえを使用しようとする者は、あらかじめ指定管

理者の許可（以下「使用許可」という。）を受けなければならない。

２ 指定管理者は、メッセウイング・みえの管理上必要があるときは、使用許

可に条件を付すことができる。

（使用の制限）

第１５条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使

用許可をしないものとする。

 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。

 施設、設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

 その他管理上支障を来すおそれのあるとき。
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（利用料金）

第１６条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、メッセウイン

グ・みえの使用に係る料金（以下「利用料金」という。）をあらかじめ納付

しなければならない。ただし、やむを得ない事情により利用料金を前納でき

ないときは、指定管理者の承認を受けて使用後に納付することができる。

２ 利用料金は、別表第３及び別表第４に定める額の範囲内において、指定管

理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

３ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

（利用料金の減免）

第１７条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、国及び地方公共団体並び

にそれらの機関その他公共的団体等が使用する場合で、特に必要があると認

めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

（利用料金の還付）

第１８条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該

当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。

 使用しようとする日の前日までに使用許可の取消しを届け出たとき。

（権利譲渡等の禁止）

第１９条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

（使用許可の取消し等）

第２０条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使

用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

 許可を受けた目的に反して、施設及び設備器具を使用したとき。

 第１５条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

２ 前項の場合において、使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わ

ない。

（特別の設備）

第２１条 使用者は、メッセウイング・みえに特別の設備を設置しようとする

ときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

（原状回復の義務）

第２２条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は第１３条第１
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項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備

器具等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得

たときは、この限りでない。

２ 使用者は、施設及び設備器具の使用を終えたとき、又は使用を停止された

とき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなけれ

ばならない。

（損害賠償の義務）

第２３条 使用者その他メッセウイング・みえを利用する者（以下「使用者等」

という。）が、故意又は過失により施設、設備器具等を損傷し、又は滅失し

たときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

（使用者等に対する指示）

第２４条 指定管理者は、メッセウイング・みえの管理上必要があるときは、

使用者等に対し指示をすることができる。

（委任）

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第４条第１項第

２号及び第３号、同条第２項及び第３項並びに別表第１及び別表第２の規定

は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。

２ 指定管理者の指定のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施

行の日前においても行うことができる。
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別表第１（第４条関係）

メインアリーナ、サブアリーナ、プール、トレーニングルーム、フィット

ネススタジオ、フリーウェイトルーム、多目的室、控室

別表第２（第４条関係）

柔剣道場、弓道場
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別表第３（第１６条関係） 

メッセウイング・みえ施設の利用料金の上限額 

単位 円 

時間区分 ① ② ③ ④ 

午前９時

から午後

０時45分

まで

午後１時

から午後

５時まで

午後５時

15分から

午後９時

まで

午前９時

から午後

５時まで

使用区分

展示場入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用全面 253,050 253,050 288,750 481,950

３分の２ 177,450 177,450 202,650 337,050

３分の１ 92,400 92,400 106,050 176,400

土曜日、日

曜日又は休

日の使用

全面 303,450 303,450 346,500 578,550

３分の２ 213,150 213,150 243,600 404,250

３分の１ 111,300 111,300 127,050 212,100

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が３，１５０

円以上５，２５０

円未満のとき

平日の使用全面 354,270 354,270 404,250 674,730

３分の２ 248,430 248,430 283,710 471,870 

３分の１ 129,360 129,360 148,470 246,960 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用

全面 424,830 424,830 485,100 809,970 

３分の２ 298,410 298,410 341,040 565,950 

３分の１ 155,820 155,820 177,870 296,940 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が５，２５０

円以上のとき

平日の使用全面 455,490 455,490 519,750 867,510 

３分の２ 319,410 319,410 364,770 606,690 

３分の１ 166,320 166,320 190,890 317,520 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用

全面 546,210 546,210 623,700 1,041,390

３分の２ 383,670 383,670 438,480 727,650 

３分の１ 200,340 200,340 228,690 381,780 

屋外展

示場

入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用 47,250 47,250 － 89,250

土曜日、日曜日又は

休日の使用

56,700 56,700 － 107,100 
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入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が３，１５０

円以上５，２５０

円未満のとき

平日の使用 66,150 66,150 － 124,950 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

79,380 79,380 － 149,940 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が５，２５０

円以上のとき

平日の使用 85,050 85,050 － 160,650 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

102,060 102,060 － 192,780 

商談室

兼控室

（大）

入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用 3,150 3,150 3,150 5,250 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

4,200 4,200 4,200 6,300 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が３，１５０

円以上５，２５０

円未満のとき

平日の使用 4,410 4,410 4,410 7,350 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

5,880 5,880 5,880 8,820 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が５，２５０

円以上のとき

平日の使用 5,670 5,670 5,670 9,450 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

7,560 7,560 7,560 11,340 

商談室

兼控室

（小）

入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用 3,150 3,150 3,150 5,250 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

4,200 4,200 4,200 6,300 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

平日の使用 4,410 4,410 4,410 7,350 

土曜日、日曜日又は 5,880 5,880 5,880 8,820 
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の額が３，１５０

円以上５，２５０

円未満のとき

休日の使用

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が５，２５０

円以上のとき

平日の使用 5,670 5,670 5,670 9,450 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

7,560 7,560 7,560 11,340 

２階大

研修室

入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用 21,000 21,000 21,000 38,850 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

25,200 25,200 25,200 47,250 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が３，１５０

円以上５，２５０

円未満のとき

平日の使用 29,400 29,400 29,400 54,390 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

35,280 35,280 35,280 66,150 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が５，２５０

円以上のとき

平日の使用 37,800 37,800 37,800 69,930 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

45,360 45,360 45,360 85,050 

２階中

研修室

入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用 8,400 8,400 8,400 15,750 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

9,450 9,450 9,450 17,850 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が３，１５０

円以上５，２５０

平日の使用 11,760 11,760 11,760 22,050 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

13,230 13,230 13,230 24,990 
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円未満のとき

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が５，２５０

円以上のとき

平日の使用 15,120 15,120 15,120 28,350 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

17,010 17,010 17,010 32,130 

１階中

研修室

入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用 8,400 8,400 8,400 15,750 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

9,450 9,450 9,450 17,850 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が３，１５０

円以上５，２５０

円未満のとき

平日の使用 11,760 11,760 11,760 22,050 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

13,230 13,230 13,230 24,990 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が５，２５０

円以上のとき

平日の使用 15,120 15,120 15,120 28,350 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

17,010 17,010 17,010 32,130 

２階会

議室

入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用 11,550 11,550 11,550 21,000 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

13,650 13,650 13,650 25,200 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が３，１５０

円以上５，２５０

円未満のとき

平日の使用 16,170 16,170 16,170 29,400 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

19,110 19,110 19,110 35,280 

入場料等を徴収す平日の使用 20,790 20,790 20,790 37,800 
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る場合で入場料等

の額が５，２５０

円以上のとき

土曜日、日曜日又は

休日の使用

24,570 24,570 24,570 45,360 

特別会

議室

入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用 14,700 14,700 14,700 27,300 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

16,800 16,800 16,800 32,550 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が３，１５０

円以上５，２５０

円未満のとき

平日の使用 20,580 20,580 20,580 38,220 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

23,520 23,520 23,520 45,570 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が５，２５０

円以上のとき

平日の使用 26,460 26,460 26,460 49,140 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

30,240 30,240 30,240 58,590 

ギャラ

リー

入場料等を徴収し

ない場合又は入場

料等を徴収する場

合で入場料等の額

が３，１５０円未

満のとき 

平日の使用 15,750 15,750 15,750 29,400 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

17,850 17,850 17,850 33,600 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が３，１５０

円以上５，２５０

円未満のとき

平日の使用 22,050 22,050 22,050 41,160 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

24,990 24,990 24,990 47,040 

入場料等を徴収す

る場合で入場料等

の額が５，２５０

平日の使用 28,350 28,350 28,350 52,920 

土曜日、日曜日又は

休日の使用

32,130 32,130 32,130 60,480 
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円以上のとき

〔備考〕  

１ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日をいう。 

２ 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、

優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について

直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。 

３ 入場料等の額とは、１人ごとの入場料等の額のうち最高の金額をいう。 

４ 展示場及びギャラリーを準備又は原状回復のために使用する場合における

利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の１０分の７の額（１

００円未満があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

５ 定められた時間区分を延長し、又は繰り上げて使用した場合の利用料金

は、当該時間区分に係る利用料金に、時間区分③（屋外展示場にあっては、

時間区分②）の利用料金の４分の１の額にその延長し、又は繰り上げて使用

した時間（１時間未満は、１時間とする。）を乗じて得た額（１００円未満

の端数は、１００円とする。）を加算する。ただし、時間区分①、②、③、

④の２区分を連続して使用することとなる場合は、次項の規定による。 

６ 時間区分①、②、③、④の２区分を連続して使用する場合の利用料金は、

使用した各時間区分に係る利用料金の合計額とする。 

７ 冷暖房時の利用料金については、展示場にあっては１時間（使用時間が１

時間に満たないときは、１時間とする。）につき、全面使用の場合は９，４

５０円、３分の２使用の場合は６，３００円、３分の１使用の場合は３，１

５０円を、ギャラリーにあっては１時間（使用時間が１時間に満たないとき

は、１時間とする。）につき、１，０５０円を上限に加算するものとする。 

８ 展示場及び屋外展示場を使用する場合の利用料金には、当該個所における

電気及び水道の使用に係る料金は含まないものとする。 
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別表第４（第１６条関係） 

メッセウイング・みえ設備器具の利用料金の上限額 

単位 円 

使用区分 利用料金 

展示場 音響機器 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 全面 １式 10,500 

３分の２１式 8,400 

３分の１１式 5,250 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用

全面 １式 12,600 

３分の２１式 10,080 

３分の１１式 6,300 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき

平日の使用 全面 １式 14,700 

３分の２１式 11,760 

３分の１１式 7,350 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用

全面 １式 17,640 

３分の２１式 14,112 

３分の１１式 8,820 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 全面 １式 18,900 

３分の２１式 15,120 

３分の１１式 9,450 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用

全面 １式 22,680 

３分の２１式 18,144 

３分の１１式 11,340 

はね返りス

ピーカー 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 Ａホール１組 1,050 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１組 1,260 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 Ａホール１組 1,470 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１組 1,764 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

平日の使用 Ａホール１組 1,890 

土曜日、日 Ａホール１組 2,268 
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５０円以上のとき 曜日又は休

日の使用 

ステージス

ピーカー 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 Ａホール１組 1,050 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１組 1,260 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 Ａホール１組 1,470 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１組 1,764 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 Ａホール１組 1,890 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１組 2,268 

展示台照明 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 Ａホール１列 1,050 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１列 1,260 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 Ａホール１列 1,470 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１列 1,764 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 Ａホール１列 1,890 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１列 2,268 

展示台（電

動式） 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 Ａホール１式 31,500 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１式 37,800 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

平日の使用 Ａホール１式 44,100 

土曜日、日 Ａホール１式 52,920 
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５０円以上５，２５０円

未満のとき 

曜日又は休

日の使用 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 Ａホール１式 56,700 

土曜日、日

曜日又は休

日の使用 

Ａホール１式 68,040 

展示台（組

立式） 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 1,050 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 1,260 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 1,470 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 1,764 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 1,890 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 2,268 

吊バトン 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １列 1,050 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１列 1,260 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １列 1,470 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１列 1,764 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １列 1,890 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１列 2,268 

ピンスポッ

ト 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 1,575 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 1,890 
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入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 2,205 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 2,646 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 2,835 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 3,402 

フォロース

ポット 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 1,050 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 1,260 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 1,470 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 1,764 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 1,890 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 2,268 

机 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 63 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 75 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 88 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 105 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 113 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 136 

椅子 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

平日の使用 １脚 31 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１脚 37 
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３，１５０円未満のとき

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １脚 43 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１脚 52 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １脚 55 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１脚 66 

演壇（組立

式） 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １式 3,150 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１式 3,780 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １式 4,410 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１式 5,292 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １式 5,670 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１式 6,804 

展示用パネ

ル（大） 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 52 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 62 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 72 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 87 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 93 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 112 

展示用パネ

ル（小） 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

平日の使用 １台 52 

土曜日、日曜日又は １台 62 
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る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

休日の使用 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 72 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 87 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 93 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 112 

展示用パネ

ル（蛇腹）

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 52 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 62 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 72 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 87 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 93 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 112 

演台 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 735 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 882 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 1,029 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 1,234 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 1,323 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 1,587 

司会者台 入場料等を徴収しない場平日の使用 １台 315 
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合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 378 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 441 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 529 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 567 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 680 

金屏風 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 半双 1,575 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

半双 1,890 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 半双 2,205 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

半双 2,646 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 半双 2,835 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

半双 3,402 

ガーデンテ

ーブル 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 105 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 126 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 147 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 176 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 189 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 226 
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ガーデンチ

ェア 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １脚 52 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１脚 62 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １脚 72 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１脚 87 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １脚 93 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１脚 112 

屋外展示場 テント 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １張 1,050 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１張 1,260 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １張 1,470 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１張 1,764 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １張 1,890 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１張 2,268 

ガーデンテ

ーブル 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 105 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 126 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 147 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 176 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

平日の使用 １台 189 

土曜日、日曜日又は １台 226 
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５０円以上のとき 休日の使用 

ガーデンチ

ェア 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １脚 52 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１脚 62 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １脚 72 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１脚 87 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １脚 93 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１脚 112 

商談室兼控室

(大) 

商談室兼控室

(小) 

姿見 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 210 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 252 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 294 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 352 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 378 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 453 

２階大研修室

２階中研修室

１階中研修室

２階会議室 

特別会議室 

ＡＶ機器（

マイク、ビ

デオプロジ

ェクター、

ＯＨＰ） 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １式 2,100 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１式 2,520 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １式 2,940 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１式 3,528 

入場料等を徴収する場合平日の使用 １式 3,780 
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で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１式 4,536 

パソコンプ

ロジェクタ

ー 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 2,100 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 2,520 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 2,940 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 3,528 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 3,780 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 4,536 

テレビデオ 入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 2,100 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 2,520 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 2,940 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 3,528 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 3,780 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 4,536 

ギャラリー 展示用パネ

ル（大） 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 52 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 62 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 72 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 87 
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入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 93 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 112 

展示用パネ

ル（小） 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 52 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 62 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 72 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 87 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 93 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 112 

展示用パネ

ル（蛇腹）

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １台 52 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 62 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １台 72 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 87 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １台 93 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１台 112 

ギャラリー

内展示台 

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １式 1,575 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１式 1,890 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

平日の使用 １式 2,205 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１式 2,646 
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未満のとき 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １式 2,835 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１式 3,402 

展示用スポ

ットライト

入場料等を徴収しない場

合又は入場料等を徴収す

る場合で入場料等の額が

３，１５０円未満のとき

平日の使用 １個 105 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１個 126 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が３，１

５０円以上５，２５０円

未満のとき 

平日の使用 １個 147 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１個 176 

入場料等を徴収する場合

で入場料等の額が５，２

５０円以上のとき

平日の使用 １個 189 

土曜日、日曜日又は

休日の使用 

１個 226 

〔備考〕 

１ 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 

２ 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、

優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について

直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。 

３ 入場料等の額とは、１人ごとの入場料等の額のうち最高の金額をいう。 

４ 展示場及びギャラリーを準備又は原状回復のために使用する場合における

利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の１０分の７の額（１

００円未満があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

５ 利用料金は、午前９時から午後０時４５分まで、午後１時から午後５時まで、

午後５時１５分から午後９時まで又は午前９時から午後５時までの各区分ご 

とによる利用料金とする。 

６ 午前９時から午後９時までの時間を超えて使用した場合の利用料金は、当

該使用時間に係る利用料金に、その超えて使用した１時間（１時間未満は、

１時間とする。）ごとに当該利用料金の４分の１の額（１０円未満の端数は、

１０円とする。）の２割増しの額を加算する。 
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 津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設の設置及び管理に関する条例をここに公

布する。 

平成２５年９月２７日 

                    津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第３３号

   津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設の設置及び管理に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４４条の２第１項の規定に基づき、観光案内交流施設（以下「交

流施設」という。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 観光及び物産に関する情報並びに市民の交流活動等の場を提供するこ

とにより、本市の魅力の発信及び賑わいの創出を図り、もって本市の観光及

び物産の振興並びに地域の活性化に資するため、交流施設を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設 

 位置 津市美杉町奥津１２８８番地８ 

 （指定管理者による管理） 

第４条 交流施設の管理は、法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせるものとする。 

 （指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 観光及び物産に関する情報の提供並びに観光施設等の紹介に関する業務 

 休憩所及び交流の場の提供に関する業務 

 交流施設の施設、設備器具等の維持管理に関する業務 

 その他市長が必要と認める業務 

 （指定管理者が行う管理の基準） 
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第６条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の

定めるところに従い交流施設の管理を行わなければならない。 

 （指定管理者の指定の申請） 

第７条 指定管理者の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請

しなければならない。 

 交流施設の管理に係る事業計画書 

 交流施設の管理に係る収支計画書 

 申請者の経営状況を説明する書類 

 その他市長が必要と認める書類 

 （指定管理者の指定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に

よって当該申請の内容を総合的に審査した上、指定管理者の候補者を選定し、

議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 

 交流施設の運営に関し、住民の平等利用を確保することができる者であ

ること。 

 交流施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の

縮減を図ることができる者であること。 

 交流施設の管理を適確に遂行するに足りる物的能力及び人的能力を有し

ている者であること。 

 （事業報告書の作成及び提出） 

第９条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、次に掲げる事項を記載し

た事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

 交流施設の管理業務の実施状況及び利用状況 

 交流施設の管理に係る経費の収支状況 

 その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、年度の中途において第１１条第

１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算

して３０日以内に前項の事業報告書を提出しなければならない。 

 （業務報告の聴取等） 

第１０条 市長は、交流施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、

その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて臨時に

報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 
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 （指定の取消し等） 

第１１条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理

者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが

適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、本

市は、その責めを負わない。 

 （原状回復の義務） 

第１２条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第１項の

規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若し

くは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備器具

等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たと

きは、この限りでない。 

 （損害賠償の義務） 

第１３条 交流施設を利用する者（以下「利用者」という。）が、故意又は過

失により施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額

を賠償しなければならない。 

 （利用者に対する指示） 

第１４条 指定管理者は、交流施設の管理上必要があるときは、利用者に対し

指示をすることができる。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 指定管理者の指定のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施

行の日前においても行うことができる。 
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 津市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例をここに公布する。

  平成２５年９月２７日                       

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３４号

   津市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの

間（以下「特例期間」という。）において、職員の給与を減ずる措置を講ず

るため、津市職員の給与に関する条例（平成１８年津市条例第４２号）等の

特例を定めるものとする。                 

 （津市職員の給与に関する条例の特例）               

第２条 特例期間においては、津市職員の給与に関する条例（以下「給与条 

例」という。）第７条第 1 項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対す

る給料月額（津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８

年津市条例第２９８号）附則第７条の規定による給料を含む。以下同じ。）

の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次

の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に定める割合（以下「支給減額率」という。）を乗じて得

た額に相当する額を減ずる。 

給料表 職務の級 割合 

行政職給料表 ２級以下 １００分の１．５９ 

３級から６級まで １００分の３．０９ 

７級以上 １００分の４．０９ 

教育職給料表（一） １級 １００分の１．５９ 

２級及び３級 １００分の３．０９ 
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４級 １００分の４．０９ 

教育職給料表（二） １級 １００分の１．５９ 

２級及び３級 １００分の３．０９ 

２ 特例期間においては、給与条例第４１条第１項から第４項までの規定によ

り支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用

される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額

を減ずる。   

 給与条例第４１条第１項 前項に定める額 

 給与条例第４１条第２項又は第３項 前項に定める額に１００分の８０

を乗じて得た額 

 給与条例第４１条第４項 前項に定める額に、同条第４項の規定により

当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 

３ 特例期間においては、給与条例第３８条に規定する勤務１時間当たりの給

与額は、給与条例第３９条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した

給与額から、給料月額に１２を乗じ、その額を任命権者が別に定める勤務時

間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減

じた額とする。 

４ 特例期間においては、給与条例附則第９項の規定の適用を受ける職員に対

する前３項の規定の適用については、第１項中「、給料月額に」とあるのは 

「、給料月額から給与条例附則第９項第１号に定める額に相当する額を減じ

た額に」と、第２項第１号から第３号までの規定中「前項」とあるのは「第

４項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額」とある

のは「除して得た額から、当該除して得た額に１００分の１．５を乗じて得

た額」とする。 

（津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例） 

第３条 特例期間においては、津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平

成１８年津市条例第３４号）第１６条第３項の規定の適用については、同項

中「同条例第３９条」とあるのは、「津市職員の給与に関する条例等の臨時

特例に関する条例（平成２５年津市条例第  号）第２条第３項（同条第４

項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第６条第３項において準

用する場合を含む。）」とする。 

（津市職員の育児休業等に関する条例の特例） 

第４条 特例期間においては、津市職員の育児休業等に関する条例（平成１８
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年津市条例第３５号。以下「育児休業条例」という。）第２１条の規定の適

用については、同条中「給与条例第３９条」とあるのは、「津市職員の給与

に関する条例等の臨時特例に関する条例（平成２５年津市条例第  号）第

２条第３項（同条第４項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第

６条第３項において準用する場合を含む。）」とする。 

（津市職員の修学部分休業に関する条例の特例） 

第５条 特例期間においては、津市職員の修学部分休業に関する条例（平成１

８年津市条例第３６号）第３条の規定の適用については、同条中「除して得

た額」とあるのは、「除して得た額から、給料月額に１２を乗じ、その額を

任命権者が別に定める勤務時間で除した額に津市職員の給与に関する条例等

の臨時特例に関する条例（平成２５年津市条例第  号）第２条第１項に規

定する支給減額率を乗じて得た額（津市職員の給与に関する条例附則第９項

の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額に１２を乗じ、その額を任

命権者が別に定める勤務時間で除した額から当該額に１００分の１．５を乗

じて得た額（当該職員の給料月額に１００分の９８．５を乗じて得た額が、

当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合に

あっては、当該職員の給料月額から当該職員の属する職務の級における最低

の給料月額を減じた額に１２を乗じ、その額を任命権者が定める勤務時間で

除して得た額）に相当する額を減じて得た額に津市職員の給与に関する条例

等の臨時特例に関する条例第２条第４項の規定により読み替えられた同条第

１項に規定する支給減額率を乗じて得た額）に相当する額を減じた額」とす

る。 

（津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例） 

第６条 特例期間においては、津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成２２年津市条例第３号。以下「任期付職員条例」という。）の適用を

受ける職員であって、任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定め

て採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給

料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中

欄に掲げる号給又は職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合

を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

給料表 号給又は職務の級 割合 

特定任期付職員給料表 １号給から４号給まで １００分の３．０９ 
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５号給以上 １００分の４．０９ 

任期付職員給料表 ２級以下 １００分の１．５９ 

３級から６級まで １００分の３．０９ 

７級以上 １００分の４．０９ 

２ 特例期間においては、任期付職員条例第７条第４項の規定の適用について

は、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から、給料月額に、当該職

員に適用される津市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例（平

成２５年津市条例第  号）第６条第１項の表の左欄に掲げる給料表及び同

表の中欄に掲げる号給又は職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定め

る割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。 

３ 特例期間においては、第２条第２項及び同条第３項の規定は、第１項の適

用を受ける職員に対する給与条例第４１条第１項から第４項までの規定によ

り支給される給与の支給及び勤務１時間当たりの給与額の算出について準用

する。この場合において、第２条第２項第１号から第３号までの規定中「前

項」とあるのは、「第６条第１項」と読み替えるものとする。 

（端数計算） 

第７条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を

算定する場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てるものとする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 （平成２５年１０月１日における号給の調整） 

２ 平成２５年４月１日において３９歳に満たない職員（同日において、その

職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例第７条第１項

又は第９条第１項に規定する給料表の適用を受ける職員（以下「除外職員」

という。）を除く。）のうち、平成２０年１月１日及び平成２１年１月１日

において給与条例第９条第１項の規定により昇給した職員その他当該職員と

の権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成２５年

１０月１日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同 
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日に受けることとなる号給の１号給（同日において３７歳に満たない職員 

（同日において、除外職員である者を除く。）にあっては、２号給）上位の

号給とする。 

３ 育児休業条例第１０条第１号に規定する育児短時間勤務をしている職員に

対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とす

るものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、津市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とす

る」とする。 

４ 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１

１０号）第１７条の規定による勤務をしている職員について準用する。 

５ 育児休業条例第１４条第２号に規定する短時間勤務職員に対する第２項の

規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、

その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、津市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例第２条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 



 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２５年９月２７日

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３５号

   津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条例第２

０号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間における給料月

額の支給に関する特例） 

４ 平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間における監査委

員に対する給料月額の支給に当たっては、附則第２項の規定により算定した

額から、第３条に規定する額の１００分の５に相当する額を減ずる。 

   附 則                                 

 この条例は、平成２５年１０月 1 日から施行する。



 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２５年９月２７日

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３６号

   津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条例第４

０号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の見出し及び２項を加える。 

（平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間における給料月

額の支給に関する特例） 

９ 平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間における市長に

対する給料月額の支給に当たっては、附則第３項の規定により算定した額か

ら、第２条第１号に規定する額の１００分の１０に相当する額を減ずる。 

１０ 平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間における副市

長に対する給料月額の支給に当たっては、附則第４項の規定により算定した

額から、第２条第２号に規定する額の１００分の８に相当する額を減ずる。 

   附 則                                 

 この条例は、平成２５年１０月 1 日から施行する。



 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  平成２５年９月２７日

                      津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第３７号

   津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正す

る条例 

津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例（平成１８年津市条

例第２２７号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間における給料月

額の支給に関する特例） 

３ 平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間における教育長

に対する給料月額の支給に当たっては、前項の規定により算定した額から、

第２条に規定する額の１００分の５に相当する額を減ずる。 

   附 則                                 

 この条例は、平成２５年１０月 1 日から施行する。
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 津市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２５年９月２７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第３８号

   津市市税条例の一部を改正する条例 

第１条 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改

正する。 

 第３４条の５の２を次のように改める。 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の５の２ 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支

出した場合においては、法第３１４条の７第１項に規定するところにより

控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同項第１号に掲げる寄附金を支 

出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。 

以下この項において「控除額」という。）をその者の第３４条の３及び前

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合

において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、

当該所得割の額に相当する金額とする。 

 法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附金 

 所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金（同条第３

項及び租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２

第１項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）のうち、次

のいずれかに該当するもの 

ア 県内に主たる事務所を有する法人又は団体において収納されたもの 

イ 県外に主たる事務所を有する法人で、県内に学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第４条第１項に規定する認可を受けた学校、同法第

１３０条に規定する認可を受けた専修学校及び同法第１３４条第２項

において準用する同法第４条第１項に規定する認可を受けた各種学校

を設置する法人において収納されたもの 
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ウ 県外に主たる事務所を有する法人で、県内で社会福祉法（昭和２６

年法律第４５号）第２条に規定する社会福祉事業を行う法人において

収納されたもの 

エ 公益信託ニ関スル法律（大正１１年法律第６２号）第２条第１項の

規定により三重県知事又は三重県教育委員会の許可を受けた同法第１

条に規定する公益信託の信託財産とするために支出したもの 

オ アからエまでに掲げるもののほか、規則で定めるもの 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２項（法附則第５条の６第２

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に定めるところによ

り計算した金額とする。 

  第４７条の２第１項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年の」を加 

え、同項第１号を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同項第 

２号とする。 

  第４７条の５第１項中「当該年度の前年度において第４７条の２第１項の 

規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額」 

を「当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税の

うち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割

額を第４４条第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合にお

いては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額）の２分の１」に

改める。 

第５４条第５項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総 

合研究所法（平成１１年法律第１９８号）附則第９条第１項又は第１１条第 

１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法（平成１４年法律第１３ 

０号）第１１条第１項第７号イの事業又は旧農用地整備公団法（昭和４９年 

法律第４３号）第１９条第１項第１号イの事業を含む。）」を削る。 

第１３１条第４項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林 

総合研究所法附則第９条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構

法第１１条第１項第７号イの事業を含む。）」を削る。 

  附則第３条の２中「、第５２条」を削り、「延滞金の」の次に「年１４． 

６パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の１１月３０日を経過する 

時における日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規 

定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算し 
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た割合をいう」を「当該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定に 

より告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下こ 

の条において同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合（当該割 

合に０．１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を 

「その年（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）中におい 

ては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年にお 

ける特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７． 

３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を 

加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合 

には、年７．３パーセントの割合）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 当分の間、第５２条に規定する延滞金の年７．３パーセントの割合は、 

同条の規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基 

準割合適用年における特例基準割合とする。 

  附則第４条第１項中「日本銀行法」の次に「（平成９年法律第８９号）」 

を加え、「（以下この項」を「（当該期間内に前条第２項の規定により第５ 

２条に規定する延滞金の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含ま 

れる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項」に、「到来する場 

合には、」を「到来する場合における」に、「前条」を「前条第２項」に改 

める。 

  附則第４条の２中「第９項」を「第１０項」に改める。 

  附則第７条の３の２第１項中「平成３５年度」を「平成３９年度」に、 

「平成２５年」を「平成２９年」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附 

則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場 

合を含む。）」に改める。 

  附則第７条の４を次のように改める。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の５の２の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税 

義務者が、法第３１４条の７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に 

該当する場合又は第３４条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退 

職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務 

者の前年中の所得について、附則第１６条の３第１項、附則第１６条の４ 

第１項、附則第１７条第１項、附則第１８条第１項、附則第１９条第１項 

又は附則第２０条の２第１項の規定の適用を受けるときは、第３４条の５ 
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の２第２項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第 

５条の５第２項（法附則第５条の６第２項の規定により読み替えて適用さ 

れる場合を含む。）に定めるところにより計算した金額とする。 

  附則第１６条の３第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則 

第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「第３４条の５の２ 

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の 

３第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段」を 

「第３４条の５の２第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の 

４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項 

の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１６条の４第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則 

第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「第３４条の５の２ 

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の 

４第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」を「第 

３４条の５の２第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中 

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規 

定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１７条第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７ 

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「第３４条の５の２第１ 

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１７条第１項 

に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」を「第３４条の５の２第１ 

項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあ 

るのは「所得割の額並びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割 

の額の合計額」と」を削る。 

附則第１７条の２第３項中「又は第３７条の９の２から第３７条の９の５ 

まで」を「、第３７条の９の４又は第３７条の９の５」に改める。 

附則第１８条第５項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７ 

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「第３４条の５の２第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１８条第１項

に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」を「第３４条の５の２第１

項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」と」を削る。 
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附則第１９条第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７ 

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「第３４条の５の２第１ 

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１９条第１項 

に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」を「第３４条の 

５の２第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割 

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民 

税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第２０条の２第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則 

第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「第３４条の５の２ 

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の 

２第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」を「第 

３４条の５の２第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中 

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規 

定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第２０条の４第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則 

第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「第３４条の５の２ 

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の 

４第１項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」を「第３４条の５ 

の２第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の 

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第１項の規定による市 

民税の所得割の額の合計額」と」を削り、同条第５項第２号中「、附則第７ 

条の３の２第１項及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」 

に、「第３４条の５の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金 

額並びに附則第２０条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」と、同項 

前段」を「第３４条の５の２第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則 

第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の 

４第３項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第２１条の４の見出し中「延長」を「延長等」に改め、同条第１項を 

次のように改める。 

   その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災 

（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う 

原子力発電所の事故による災害をいう。次項において同じ。）により滅失 

（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 
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（平成２３年法律第２９号。以下この条及び次条において「震災特例法」 

という。）第１１条の６第１項に規定する滅失をいう。以下この項及び次 

項において同じ。）をしたことによってその居住の用に供することができ 

なくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に 

供されていた土地等（同条第１項に規定する土地等をいう。次項において 

同じ。）の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規定する譲渡をいう。 

次項において同じ。）をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表 

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第 

１７条、附則第１７条の２、附則第１７条の３又は附則第１８条の規定を 

適用する。 

附則第１７条

第１項 

第３５条第１項 第３５条第１項（東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律（平成

２３年法律第２９号）第１１条

の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む。） 

 同法第３１条第１項 租税特別措置法第３１条第１項 

附則第１７条

の２第３項 

第３５条の２まで、

第３６条の２、第３

６条の５ 

第３４条の３まで、第３５条

（東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関

する法律第１１条の６第１項の

規定により適用される場合を含

む。）、第３５条の２、第３６

条の２若しくは第３６条の５

（これらの規定が東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１１

条の６第１項の規定により適用

される場合を含む。） 

附則第１７条

の３第１項 

租税特別措置法第３

１条の３第１項 

東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関す

る法律第１１条の６第１項の規
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定により適用される租税特別措

置法第３１条の３第１項 

附則第１８条

第１項 

第３５条第１項 第３５条第１項（東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１１

条の６第１項の規定により適用

される場合を含む。） 

同法第３２条第１項 租税特別措置法第３２条第１項 

  附則第２１条の４第２項中「前項の規定は、同項」を「前２項の規定は、 

これら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同条第３項とし、同 

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災に 

より滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった 

所得割の納税義務者（以下この項において「被相続人」という。）の相続 

人（震災特例法第１１条の６第２項に規定する相続人をいう。以下この項 

において同じ。）が、当該滅失をした旧家屋（同条第２項に規定する旧家 

屋をいう。以下この項において同じ。）の敷地の用に供されていた土地等 

の譲渡をした場合（当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居 

住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。）における当 

該土地等（当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなっ 

た時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分 

があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。 

以下この項において同じ。）の譲渡については、当該相続人は、当該旧家 

屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第２７条の２第４項で 

定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋 

の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、 

前項の規定により読み替えられた附則第１７条、附則第１７条の２、附則 

第１７条の３又は附則第１８条の規定を適用する。 

  附則第２１条の５第１項中「附則第４５条第３項」を「附則第４５条第４ 

項」に、「「法附則第５条の４の２第５項」を「「法附則第５条の４の２第 

６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」に、 

「附則第５条の４の２第５項」と、」を「附則第５条の４の２第６項」と、」 
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に改め、同条第２項中「第１３条の２第１項から第５項まで」を「第１３条 

の２第１項から第６項まで」に、「附則第４５条第４項」を「附則第４５条 

第５項」に、「「法附則第５条の４の２第５項」を「「法附則第５条の４の 

２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」 

に、「適用される法附則第５条の４の２第５項」を「適用される法附則第５ 

条の４の２第６項（法附則第４５条第６項の規定により読み替えて適用され 

る場合を含む。）」に改める。 

附則第２６条中「、第５項、第１４項、第１８項から第２６項まで、第２ 

８項、第３０項、第３２項若しくは第３６項」を「、第１２項、第１６項か 

ら第２４項まで、第２６項、第２７項、第２９項、第３３項、第３７項若し 

くは第３８項」に改める。 

第２条 津市市税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第６条第４項中「第２０条の２第１項の」を「第２０条第１項の」に、

「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条第１項」に改める。 

  附則第６条の２第４項中「第２０条の２第１項の」を「第２０条第１項の」

に、「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条第１項」に改める。 

  附則第７条の４中「附則第１９条第１項」の次に「、附則第１９条の２第 

１項」を加え、「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条第１項」に改 

める。 

  附則第１６条の３の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条 

第１項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の支払を受け 

るべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税について当該上場株式等 

の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記 

載のある第３３条第４項に規定する申告書を提出したとき」を削り、「配当 

所得については、同条第１項」を「利子所得及び配当所得については、第３ 

３条第１項」に、「配当所得の金額（以下」を「利子所得の金額及び配当所 

得の金額として令附則第１６条の２の１１第３項で定めるところにより計算 

した金額（以下」に、「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等 

に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改 

め、同条第２項中「市民税」を「前項の規定のうち、租税特別措置法第８条 

の４第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下この項において「特定 

上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所 

得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌 
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年の４月１日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に係 

る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第３３ 

条第４項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、市民税」 

に、「上場株式等の配当等」を「特定上場株式等の配当等」に改め、同条第 

３項第１号、第３号及び第４号中「配当所得」を「配当所得等」に改める。 

 附則第１９条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条第１項 

中「株式等に」を「一般株式等に」に、「附則第１８条第６項」を「附則第 

１８条第５項」に改め、「当該市民税の所得割の納税義務者が法第２３条第 

１項第１６号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項において「特 

定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場合には、当該特定 

株式等譲渡所得金額に係る所得の金額（第３３条第６項の規定により同条第 

５項の規定の適用を受けないものを除く。）を除外して算定するものとする。」 

を削り、「第２項第１号」を「次項第１号」に改め、同条第２項第１号、第 

３号及び第４号中「株式等」を「一般株式等」に改める。 

附則第１９条の２を次のように改める。 

  （上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第 

３７条の１１第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合 

には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第３３条第１項及び 

第２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年 

中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第１８条の２第 

５項に定めるところにより計算した金額（当該市民税の所得割の納税義務 

者が法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下 

この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有す 

る場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額（第３３条第 

６項の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを除く。）を除 

外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡 

所得等の金額」という。）に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金 

額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項において準用する前条第２ 

項第１号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用が 

ある場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する 

金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 
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この場合において、同条第２項中「附則第１９条第１項」とあるのは「附 

則第１９条の２第１項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあ 

るのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」と 

あるのは「租税特別措置法第３７条の１１第６項の規定により読み替えて 

準用される同法」と読み替えるものとする。 

  附則第１９条の３から第２０条までを削る。 

  附則第２０条の２第２項中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条 

第１項」に改め、同条を附則第２０条とする。 

附則第２０条の３を削る。 

 附則第２０条の４第２項中「附則第２０条の４第１項」を「附則第２０条 

の２第１項」に改め、同条第５項第１号中「附則第２０条の４第３項」を「附 

則第２０条の２第３項」に改め、同項第２号中「附則第２０条の４第３項」 

を「附則第２０条の２第３項」に、「附則第２０条の４第４項」を「附則第 

２０条の２第４項」に改め、同項第３号中「附則第２０条の４第３項」を「附 

則第２０条の２第３項」に改め、「に係る」の次に「利子所得の金額又は」 

を加え、同項第４号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の２第 

３項」に改め、同条第６項中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条 

の２第３項」に改め、同条を附則第２０条の２とする。 

附則第２０条の５を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から

施行する。 

 第１条中津市市税条例第５４条第５項及び第１３１条第４項の改正規定 

並びに同条例附則第２６条の改正規定並びに附則第４条及び第５条の規定 

   公布の日 

 第１条中津市市税条例第３４条の５の２の改正規定並びに同条例附則第 

３条の２、第４条第１項、第４条の２、第７条の４、第１６条の３第３項 

第２号、第１６条の４第３項第２号、第１７条第３項第２号、第１７条の 

２第３項、第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号、第２０条の２ 

第２項第２号、第２０条の４及び第２１条の４の改正規定並びに次条並び 

に附則第３条第３項及び第４項の規定 平成２６年１月１日  

 第１条中津市市税条例附則第７条の３の２第１項及び第２１条の５の改 
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正規定並びに附則第３条第５項の規定 平成２７年１月１日 

 附則第３条第１項の規定 平成２８年１月１日 

 第１条中津市市税条例第４７条の２第１項及び第４７条の５第１項の改 

正規定並びに附則第３条第２項の規定 平成２８年１０月１日 

 第２条及び附則第３条第６項の規定 平成２９年１月１日  

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の津市市税条例（以下「新条例」という。）

附則第３条の２の規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対 

応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお 

従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 平成２８年１月１日前に発行された旧租税特別措置法第４１条の１２ 

第７項に規定する割引債（同条第９項に規定する特定短期公社債を除く。） 

について支払を受けるべき同条第７項に規定する償還差益に対して課する個 

人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第４７条の２及び第４７条の５の規定は、平成２８年１０月１日以 

後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２第１項に規定す 

る公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）に係る所得に 

係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所 

得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第４条の２の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の市民 

税について適用し、平成２５年度までの個人の市民税については、なお従前 

の例による。 

４ 新条例附則第２１条の４第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が 

平成２５年１月１日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用す 

る。 

５ 新条例附則第２１条の５の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の市 

民税について適用し、平成２６年度までの個人の市民税については、なお従 

前の例による。 

６ 第２条の規定による改正後の津市市税条例附則第７条の４、第１６条の３ 

及び第１９条から第２０条の２までの規定中個人の市民税に関する部分は、 

平成２９年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２８年度分 

までの個人の市民税については、なお従前の例による。 
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（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成２５年度以後の年度 

分の固定資産税について適用し、平成２４年度分までの固定資産税について 

は、なお従前の例による。 

２ 平成２５年４月１日前に地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律 

第３号）第１条の規定による改正後の地方税法附則第１５条の９第１項に規 

定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該耐震改修に要した費用の額が 

３０万円以上５０万円以下のものに限る。）に係る契約が締結され、同日以 

後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第１０条の３第６項の 

規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐 

震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成２５年度以後の年度 

分の都市計画税について適用し、平成２４年度分までの都市計画税について 

は、なお従前の例による。 
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 津市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２５年９月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第３９号

   津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第１項及び第９条第２号中「第７２条の４」を「第７２条の５」に改

める。 

附則第７項（見出しを含む。）中「平成２５年度」を「平成２６年度」に改

める。 

附則第９項中「延滞金の」の次に「年１４．６パーセントの割合及び」を加

え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年

法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準

割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租

税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ」に、「その年中におい

ては、当該特例基準割合（当該割合に０．１パーセント未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）」を「その年（以下この項において「特例基準割合

適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年

１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセント

の割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合）」に改める。 

附 則 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行

する。 

 附則第７項の改正規定 公布の日 
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 附則第９項の改正規定及び次項の規定 平成２６年１月１日 

 第６条第１項及び第９条第２号の改正規定 平成２７年４月１日 

２ 改正後の津市国民健康保険条例附則第９項の規定は、延滞金のうち平成２

６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対

応するものについては、なお従前の例による。 



 津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２５年９月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４０号

津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 津市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年津市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第４項中「延滞金の」の次に「年１４．６パーセントの割合及び」を加

え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年

法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準

割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において

同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合（当該割合に０．１パー

セント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を「その年（以下こ

の項において「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パ 

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年 

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあ 

っては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセントの

割合）」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

２ 改正後の津市後期高齢者医療に関する条例附則第４項の規定は、延滞金の 

うち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前 

の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 



 津市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２５年９月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４１号

   津市介護保険条例の一部を改正する条例 

 津市介護保険条例（平成１８年津市条例第１３６号）の一部を次のように改

正する。 

 附則第７項中「延滞金の」の次に「年１４．６パーセントの割合及び」を加

え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年

法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準

割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において

同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合（当該割合に０．１パー

セント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を「その年（以下こ

の項において「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パ 

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセントの

割合）」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

２ 改正後の津市介護保険条例附則第７項の規定は、延滞金のうち平成２６年 

 １月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応す

るものについては、なお従前の例による。 



 津市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

平成２５年９月２７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４２号

津市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 

津市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年津市条例第２０２

号）の一部を次のように改正する。 

附則第５項中「延滞金の」の次に「年１４．５パーセントの割合及び」を加

え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年

法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準

割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において

同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合（当該割合に０．１パー

セント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を「その年（以下こ

の項において「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．５パ

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年

７．２５パーセントの割合を加算した割合とし、年７．２５パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．２５パーセントの割合を超える場合には、年７．２５パー

セントの割合）」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

２ 改正後の津市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第５項の規定は、

延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、

同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 
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 津市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

平成２５年９月２７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４３号

津市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例の一部を改正

する条例 

津市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例（平成２１年津市

条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「延滞金の」の次に「年１４．５パーセントの割合及び」を加

え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年

法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準

割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において

同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合（当該割合に０．１パー

セント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を「その年（以下こ

の項において「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．５パ

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年

７．２５パーセントの割合を加算した割合とし、年７．２５パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．２５パーセントの割合を超える場合には、年７．２５パー

セントの割合）」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

２ 改正後の津市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例附則第

３項の規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するもの

について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例に
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よる。 



 津市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成２５年９月２７日

                      津市長 前 葉 泰 幸

津市条例第４４号

   津市立学校設置条例の一部を改正する条例

 津市立学校設置条例（平成１８年津市条例第２３２号）の一部を次のように

改正する。

 第２条第３号の表中

「 津市立櫛形幼稚園       津市分部１２１１番地１   

  津市立雲出幼稚園       津市雲出本郷町１１６５番地    を

  津市立片田幼稚園       津市片田井戸町４３番地８    」

「 津市立雲出幼稚園       津市雲出本郷町１１６５番地   」に、

「 津市立白山幼稚園       津市白山町南出４９３番地    

  津市立竹原幼稚園       津市美杉町竹原２８０５番地   」

「 津市立白山幼稚園       津市白山町南出４９３番地    」に

改める。

   附 則

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

を



 津市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

平成２５年９月２７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４５号 

   津市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 津市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１８年津市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

５ 平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間、第３条第１ 

項の規定の適用については、同項中「５万円」とあるのは、「３万円」とす

る。 

附 則 

この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 



 津市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２５年９月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３６号 

   津市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 津市事務分掌規則（平成１８年津市規則第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１スポーツ文化振興部の表スポーツ振興課の部企画管理・事業担当の

項中第１３号を第１４号とし、第１２号を第１３号とし、第１１号を第１２号

とし、第１０号の次に次の１号を加える。 

 津市産業・スポーツセンターに係る管理及び運営の企画及び調整等に関

すること。 

 別表第３スポーツ文化振興部スポーツ振興課の表新産業スポーツ施設推進室

の部施設推進担当の項中「新産業スポーツ施設」を「津市産業・スポーツセン

ター」に改める。 

附 則 

 この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 
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平成２５年１０月１日における号給の調整に関する規則をここに公布する。 

平成２５年９月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３７号 

   平成２５年１０月１日における号給の調整に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、津市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例 

（平成２５年津市条例第３４号。以下「平成２５年給与特例条例」という。） 

附則第２項の規定による平成２５年１０月１日における号給の調整に関し必 

要な事項を定めるものとする。 

 （平成２０年１月１日及び平成２１年１月１日に昇給した職員との権衡上調 

整の対象となる職員） 

第２条 平成２５年給与特例条例附則第２項の当該職員との権衡上必要がある

と認められるものとして規則で定める職員は、平成２０年１月１日及び平成

２１年１月１日に津市職員の給与に関する条例（平成１８年津市条例第４２

号）第９条第１項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げる

ものとする。 

 平成２０年１月１日から平成２５年１０月１日（以下「調整日」という。） 

の前日までの間に新たに職員となった者であり、かつ、津市職員の給与に 

関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規 

則（平成１８年津市規則第２７０号）附則第５項の規定により号給を決定 

されたものであって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数 

を遡った日が平成１９年１０月１日以前となるもののうち、別に定める職 

員 

 平成２０年１月１日以前において、休職にされていた期間、地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条の規定によ

り育児休業をしていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期

間又は津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１８年津市

条例第３７号）第２条第１項の規定により派遣されていた期間がある職員

であって、平成１９年１月１日から調整日の前日までの間に復職し、職務

に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、別に定める職員 
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 前２号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮するべきも 

 のとして別に定める職員 

 （この規則により難い場合の措置） 

第３条 この規則により難い事情があると認められるときは、別段の定めをす

ることができる。 

   附 則 

１ この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

２ 平成２５年給与特例条例附則第２項の規定により号給を１号給又は２号給

上位の号給とされた職員に対しては、津市職員の任免に関する規則（平成１

８年津市規則第１７号）第１１条の規定にかかわらず、給料異動通知書によ

りその旨を通知するものとする。 



津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の

整備に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２５年９月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３８号 

   津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規

則の整備に関する規則の一部を改正する規則 

 津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の

整備に関する規則（平成１８年津市規則第２７０号）の一部を次のように改正

する。 

 附則第５項中「平成２０年１月１日から平成２２年１月１日まで（平成２３

年４月１日以後に新たに職員となり、同日において４３歳に満たない者にあっ

ては、平成２０年１月１日から平成２１年１月１日まで）の間」を「次の各号

に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日」に改め、同項に次

の各号を加える。 

 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員（平成２５年１０月１日以後に

新たに職員となり、同年４月１日において３７歳に満たない者を除く。）   

平成２０年１月１日から平成２２年１月１日まで 

 平成２５年１０月１日以後に新たに職員となり、同年４月１日において

３９歳以上４５歳未満の者 平成２０年１月１日から平成２１年１月１日

まで 

 平成２５年１０月１日以後に新たに職員となり、同年４月１日において

３７歳以上３９歳未満の者 平成２０年１月１日 

   附 則 

 この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 



津市訓令第７号

庁中一般 

出先機関 

 津市事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  平成２５年９月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

   津市事務専決規程の一部を改正する訓令

津市事務専決規程（平成１８年津市訓令第４号）の一部を次のように改正す

る。

別表第２個別専決事項の表スポーツ文化振興部の表スポーツ振興課の項中

 ３ 運動施設及びスポー

ツ公園の使用許可に関

すること。 

 ○    

を

 ３ 運動施設及びスポー

ツ公園の使用許可に関

すること。 

 ○    

 ４ 津市産業・スポーツ

センターに係る管理及

び運営の企画及び調整

等に関すること。 

 軽易

なも

の 

やや

重要

なも

の 

重要

なも

の 

特に

重要

なも

の 

に改める。

 別表第４個別専決事項の表スポーツ文化振興部スポーツ振興課の表新産業ス

ポーツ施設推進室の項中「新産業スポーツ施設」を「津市産業・スポーツセン

ター」に改める。

   附 則

 この訓令は、平成２５年１０月１日から施行する。

「

」

」

「



津市告示第２２２号 

平成２５年産麦に係る農作物共済（一筆方式）の共済金の支払額を決定した

ので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第４１条の規定に

より、農作物共済加入者ごとに共済金の支払額、農作物共済減収量、共済金の

支払期日及び共済金の支払方法を次のとおり公表する。 

平成２５年９月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

共済金支払額及び減収量等一覧 

加入者 地域 地区 
共済金支払額 

 （円）

減収量 

(㎏)
支払期日 支払方法 

Ａ 美里 長野 142,100 1,225

平成 25 年 

9 月 27 日 
口座振込 

Ｂ 美里 辰水 159,848 1,378

Ｃ 美里 辰水 13,572 117

Ｄ 白山 八ツ山 21,679 133

４人 計 337,199 2,853



津市告示第２２３号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２４年９月２４日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月 ２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月 ５日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月 ５日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ９月 ６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ９月１０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月１０日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月１２日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月１２日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２２４号 

 津市榊原自然の森温泉保養館の使用料の徴収業務の事務を、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき次の者に委託

したので、同条第２項の規定により告示する。 

  平成２５年９月２７日 

     津市長 前 葉 泰 幸   

徴収業務を行う場所 受  託  者 委託期間 

津市榊原自然の森温

泉保養館 

津市桜橋二丁目３４番地１ 

イオンディライト株式会社東海支社

三重支店 

平成２５年１０月１日から 

平成２９年３月３１日まで 



津市告示第２２５号 

 津市榊原自然の森の使用料の徴収業務の事務を、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき次の者に委託したので、

同条第２項の規定により告示する。 

  平成２５年９月２７日 

     津市長 前 葉 泰 幸   

徴収業務を行う場所 受  託  者 委託期間 

津市榊原自然の森 津市桜橋二丁目３４番地１ 

イオンディライト株式会社東海支社

三重支店 

平成２５年１０月１日から 

平成２９年３月３１日まで 



津市公告第１４７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年９月２０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年９月１３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市半田字奥青谷３４２１番１ほか５筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市藤方９０１番地の６

有限会社鈴建コンサルタント 代表取締役 鈴木 直樹 

津市一身田平野３１８番地の５ 

  株式会社ハートランド 代表取締役 米倉 大策 



津市公告第１４８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年９月２０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年９月１８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市垂水字池ノ谷２７９５番１ほか４筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市垣鼻町１６３８番地４３

有限会社マコト 代表取締役 山本 建浩 























































































































































津市公告第１５４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年９月３０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年９月１９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市芸濃町椋本字東豊久野３０００番１、３００１番 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県名古屋市緑区東神の倉一丁目６１７番地１

宮田哲彦 



津市公告第１５５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年９月３０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年９月２０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市藤方字茨ク子１６５２番、藤方字山ノ越１８８４番１ほか２２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  岐阜県恵那市土井町１８０番地の１

株式会社バロー 代表取締役 田代 正美 



津市教育委員会告示第１１号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２５年９月２６日

  津市教育委員会

                        委員長 中 湖  喬

１ 招集の日時 平成２５年９月２７日（金） 午後４時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 平成２５年度津市教育功労者表彰について



津市選挙管理委員会告示第６３号

 土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第１項の規

定により、芸濃北部土地改良区総代会総代選挙を次のとおり定めたの

で、同条第３項及び第４項の規定により告示する。

  平成２５年９月１７日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙期日       平成２５年９月２４日

２ 投票の時間      午前９時００分から午後５時００分

３ 選挙すべき総代の数  ３６人



津市選挙管理委員会告示第６４号

 平成２５年９月２４日執行の芸濃北部土地改良区総代会総代選挙に

おける選挙長及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合にお

いて、その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、土地改良

法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により告

示する。

  平成２５年９月１７日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙長 

住     所 氏  名

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松田 実 

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職

務を代理すべき者 

住     所 氏  名

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤 楿 



津市選挙管理委員会告示第６５号

 平成２５年９月２４日執行の芸濃北部土地改良区総代会総代選挙に

おける選挙立会人を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭

和２４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により告示する。

  平成２５年９月１７日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

選挙立会人

住     所 氏  名

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 古市 忠生 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横山 秀夫 



津市選挙管理委員会告示第６６号

 平成２５年９月２４日執行の芸濃北部土地改良区総代会総代選挙に

おける選挙長の行う告示は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

  平成２５年９月１７日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

  掲示場   津市芸濃庁舎



津市選挙管理委員会告示第６７号

 平成２５年９月２４日執行の芸濃北部土地改良区総代会総代選挙に

おいて次の者が当選人となったので土地改良法施行令（昭和２４年政

令第２９５号）第２１条第２項の規定により告示する。

  平成２５年９月２５日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

記 

別紙のとおり 



住　　所 氏　　名

三重県津市芸濃町椋本５２０番地１ 駒田　巧

三重県津市芸濃町椋本４８７番地 横山　文弘

三重県津市芸濃町椋本４９９番地１ 堀　敏郎

三重県津市芸濃町椋本６６０番地 伊藤　俊夫

三重県津市芸濃町椋本６３７番地４ 伊藤　修

三重県津市芸濃町椋本６４７番地１ 長谷川　渡

三重県津市芸濃町椋本７４３番地 駒田　喜勝

三重県津市芸濃町椋本５１３１番地１１ 竹尾　敏一

三重県津市芸濃町椋本４３７２番地１ 北山　安生

三重県津市芸濃町椋本５２５３番地 横山　恒一

三重県津市芸濃町椋本７５２番地１ 横山　弘眞

三重県津市芸濃町椋本８０３番地１ 堀　秀一

三重県津市芸濃町椋本１８０６番地 伊藤　幹夫

三重県津市芸濃町椋本１８７４番地２ 古市　長生

三重県津市芸濃町椋本１８２２番地５ 古市　常信

三重県津市芸濃町椋本１７８６番地 中村　正浩

三重県津市芸濃町椋本２７１９番地２ 駒田　正

三重県津市芸濃町椋本１９３５番地１ 吉井　教生

三重県津市芸濃町椋本４７３７番地２ 楠井　曻

三重県津市芸濃町椋本３５２２番地５ 臼井　守弘

三重県津市芸濃町多門９３２番地 山川　昇

三重県津市芸濃町多門８３６番地３ 海野　文夫

三重県津市芸濃町椋本１１２８番地３ 髙士　宗昭

三重県津市芸濃町多門１４番地２ 岡本　隆夫

三重県津市芸濃町林２１５番地１ 前川　稔

三重県津市芸濃町林１３１８番地 林　克昌

三重県津市芸濃町萩野４７番地１ 落合　貢

三重県津市芸濃町萩野７０９番地 松田　憲彦

三重県津市芸濃町北神山３０９番地１ 駒田　清範

三重県津市高野尾町１８９７番地７１ 赤塚　浩嗣

三重県津市芸濃町椋本５８１番地 駒田　敏博

三重県津市芸濃町椋本４３７番地２ 横山　訓

三重県津市芸濃町椋本６１２０番地１ 小粥　文夫

三重県津市芸濃町椋本１９１９番地２ 北山　秀行

三重県津市芸濃町椋本３１２４番地１ 髙士　常男

三重県津市芸濃町椋本３６５９番地１ 村田　幸三



津市選挙管理委員会告示第６８号

 平成２５年９月２４日執行の芸濃北部土地改良区総代会総代選挙に

おいて次の者に当選証書を付与したので土地改良法施行令（昭和２４

年政令第２９５号）第２２条第２項の規定により告示する。

  平成２４年９月２５日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

記

別紙のとおり



住　　所 氏　　名

三重県津市芸濃町椋本５２０番地１ 駒田　巧

三重県津市芸濃町椋本４８７番地 横山　文弘

三重県津市芸濃町椋本４９９番地１ 堀　敏郎

三重県津市芸濃町椋本６６０番地 伊藤　俊夫

三重県津市芸濃町椋本６３７番地４ 伊藤　修

三重県津市芸濃町椋本６４７番地１ 長谷川　渡

三重県津市芸濃町椋本７４３番地 駒田　喜勝

三重県津市芸濃町椋本５１３１番地１１ 竹尾　敏一

三重県津市芸濃町椋本４３７２番地１ 北山　安生

三重県津市芸濃町椋本５２５３番地 横山　恒一

三重県津市芸濃町椋本７５２番地１ 横山　弘眞

三重県津市芸濃町椋本８０３番地１ 堀　秀一

三重県津市芸濃町椋本１８０６番地 伊藤　幹夫

三重県津市芸濃町椋本１８７４番地２ 古市　長生

三重県津市芸濃町椋本１８２２番地５ 古市　常信

三重県津市芸濃町椋本１７８６番地 中村　正浩

三重県津市芸濃町椋本２７１９番地２ 駒田　正

三重県津市芸濃町椋本１９３５番地１ 吉井　教生

三重県津市芸濃町椋本４７３７番地２ 楠井　曻

三重県津市芸濃町椋本３５２２番地５ 臼井　守弘

三重県津市芸濃町多門９３２番地 山川　昇

三重県津市芸濃町多門８３６番地３ 海野　文夫

三重県津市芸濃町椋本１１２８番地３ 髙士　宗昭

三重県津市芸濃町多門１４番地２ 岡本　隆夫

三重県津市芸濃町林２１５番地１ 前川　稔

三重県津市芸濃町林１３１８番地 林　克昌

三重県津市芸濃町萩野４７番地１ 落合　貢

三重県津市芸濃町萩野７０９番地 松田　憲彦

三重県津市芸濃町北神山３０９番地１ 駒田　清範

三重県津市高野尾町１８９７番地７１ 赤塚　浩嗣

三重県津市芸濃町椋本５８１番地 駒田　敏博

三重県津市芸濃町椋本４３７番地２ 横山　訓

三重県津市芸濃町椋本６１２０番地１ 小粥　文夫

三重県津市芸濃町椋本１９１９番地２ 北山　秀行

三重県津市芸濃町椋本３１２４番地１ 髙士　常男

三重県津市芸濃町椋本３６５９番地１ 村田　幸三


